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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造影剤により対象部位が造影された被検体に超音波を送受信する探触子と、
　前記探触子による複数の受信信号に基づいて複数の画像データを生成する画像データ生
成部と、
　前記画像データを保存するフレームメモリと、
　前記画像データの画素毎の輝度の時間変化を計測する時間変化計測部と、
　計測した前記時間変化に基づいて、前記画素毎に、前記造影剤の飽和輝度値と、造影剤
が流入する前の輝度の平均値である造影前輝度平均値を計測し、前記飽和輝度値と前記造
影前輝度平均値に基づいて、輝度の時間変化を示す評価値を算出する評価算出部と、
　前記評価値に基づいて、前記画素毎の輝度の時間変化を色で識別する評価画像を構成す
る画像構成部と、
　前記画素毎の輝度の時間変化に基づいて前記評価画像から画素を抽出し抽出画像を構成
する表示画素抽出部と、
　前記フレームメモリに保存された画像データについて体動影響を補正する体動補正部と
、
　を有する超音波撮像装置。
【請求項２】
　前記抽出画像と前記画像データを用いて表示画像を構成する表示画像構成部と、前記表
示画像を表示する表示部をさらに有する請求項１に記載の超音波撮像装置。
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【請求項３】
　前記表示部は、前記時間変化の特定変化時間に対する対応画素の数を表示する度数分布
表示部を有する請求項２に記載の超音波撮像装置。
【請求項４】
　前記時間変化の特定変化時間を、前記画素の輝度に基づいて計測する請求項１に記載の
超音波撮像装置。
【請求項５】
　前記画素毎の輝度の時間変化の微分値から、時間変化の特徴点を視覚的に判別する請求
項１に記載の超音波撮像装置。
【請求項６】
　前記評価画像についての表示項目情報を入力する入力部をさらに有し、
　前記入力部は表示項目を表示し、操作者の前記表示項目の選択を入力として受ける請求
項１に記載の超音波撮像装置。
【請求項７】
　前記表示部は、操作者が選択する領域の前記時間変化の特定変化時間および前記評価値
を表示する請求項２に記載の超音波撮像装置。
【請求項８】
　前記表示画像構成部は、前記画像データ、前記評価画像、前記抽出画像を任意に組み合
わせた画像を前記表示画像とする請求項２に記載の超音波撮像装置。
【請求項９】
　前記表示画像構成部は、動画像で表示される画像データ上に色分けした前記評価画像を
半透明で重畳した画像、動画像で表示される画像データ上に色分けした前記抽出画像を半
透明で重畳させた画像、及び特定の領域を強調した画像のいずれかを前記表示画像とする
請求項２に記載の超音波撮像装置。
【請求項１０】
　前記評価画像についての表示項目情報を入力する入力部、をさらに有し、
　前記入力部は、表示画像の領域の選択入力を受け、前記表示部は、前記選択入力に基づ
いて選択される領域の前記画素毎の輝度の時間変化および前記評価値を表示する請求項２
に記載の超音波撮像装置。
【請求項１１】
　前記画素毎の輝度の時間変化および前記評価値に関する閾値に基づいて前記選択入力を
行うことを特徴とする請求項１０に記載の超音波撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【参照による取り込み】
【０００１】
　本出願は、２００８年３月７日に出願された日本特許出願第２００８－０５７１６７号
の優先権を主張し、その内容を参照することにより本出願に取り込む。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、生体内に対して超音波を送受信し、その内部を画像化する技術に関するもの
で、特に造影剤による生体内組織の輝度変化を利用して撮像する超音波撮像装置に関する
。
【背景技術】
【０００３】
　生体内にパルス状超音波を送信し、その受信信号から生体の内部情報を画像化する超音
波撮像装置は、小型な装置、リアルタイムでの画像表示といった特徴を有し、Ｘ線やＭＲ
Ｉと共に医療分野で汎用的に用いられている画像装置の一つである。
【０００４】
　また血管系の造影技術は微細な構造を含む血管網を周辺組織よりも高いコントラストで
強調した画像を得る手法として一般的に知られており、各画像装置において臨床現場で汎
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用的に利用されている。
【０００５】
　超音波造影剤として用いられるのは直径数ミクロンの微小気泡（マイクロバブル）であ
る。微小気泡が用いられる理由は、医用分野で使用される数ＭＨｚの超音波に共振し、送
受信用のパルス信号と同程度の周波数帯域の散乱波を生ずることによる。超音波による造
影技術は他の画像装置に比べて視野や撮像可能な領域に制限があるものの、造影剤自体に
毒性がない他、被曝等の重大な侵襲がなくリアルタイムで造影血管を観察できる特徴を有
する。
【０００６】
　従来の超音波造影剤は、気泡を高音圧照射により圧懐させて造影信号を増強させるもの
であった。撮像面内の気泡を消失させて画像を取得するため、同一断面を撮像できる時間
が数秒に限られる問題があった。つまり、造影剤が組織に充満した状態で超音波照射を行
ない、気泡が消失する数秒の間に取得した信号で画像を構成する必要があった。これに対
し、近年新たに認可された造影剤は、低音圧照射により気泡を振動させて造影信号の増強
を図るものである。撮像面内の気泡が消失しないため、従来の造影剤では困難であった同
一断面の連続撮像が可能であり、これにより超音波造影診断の実用性が飛躍的に向上した
だけでなく、造影画像に時間情報を導入した造影診断の高度化が期待されている。
【０００７】
　造影診断が有効な対象のひとつは肝臓である。正常な肝臓にはクッパー細胞と呼ばれる
食細胞が存在し、血流中の造影剤を外敵とみなして取り込む働きをする。このクッパー細
胞の貪食作用により正常な肝臓は造影画像上で高輝度に映るが、クッパー細胞を持たない
腫瘍等の異常領域は造影剤が取り込まれない分正常領域に比べて低輝度となり、当該領域
を高いコントラスト比で描出できる。
【０００８】
　クッパー細胞の特性を利用した造影画像と共に肝臓腫瘍の鑑別で重要なのは腫瘍新生性
血管の描出である。腫瘍新生性の血管を造影してその構造や密度を観察することにより、
正常組織に埋もれた腫瘍組織の検出や腫瘍の鑑別に必要な情報を得ることができる。特に
動脈性血管の造影観察は肝細胞癌の鑑別に有効であり、診断上で必須の検査項目になって
いる。
【０００９】
　しかし、肝臓には肝動脈の他に小腸を経由した血液が流入する肝門脈があり、造影画像
から両者を正確に識別することは難しい。そこで、造影剤濃度によって変化する画像上の
輝度の時間変化（ＴＩＣ：Ｔｉｍｅ－Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｃｕｒｖｅ）を利用して血流
動態を識別する技術が注目されている。静注投与された造影剤は、心臓から血液が直接流
入する肝動脈（動脈相）、小腸を経由した血液が流入する肝門脈、クッパー細胞を有する
組織（組織相）の順に造影するため、各造影相で異なるＴＩＣの形状を示す。したがって
ＴＩＣの計測結果から動脈相の血管を判断できることが期待され、同じ目的で現状で最も
利用されているＣＴＡ（ＣＴ－Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ）と同等の情報を持つ画像提示が
期待される。
【００１０】
　例えば、特許文献１に記載の技術は、表示する情報の値と画面上の輝度や色との対応関
係はカラーバーで示しており、これを参考に表示レンジを最適に設定する。
【００１１】
　また、特許文献２では、低輝度でかつ不規則に変動する輝度変化を示す画素であるノイ
ズ又は生体信号の典型的な輝度変化のパタンを予め用意しておき、それらパタンと計測し
た画素の輝度変化を比較して概領域の信号起源を判別している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００５－８１０７３号公報
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【特許文献２】特開平８－２５２２５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述したように、血流動態の画像化は腫瘍の鑑別に重要な情報を与えるため、臨床現場
でのニーズは高い。また、特定の造影相に特化した血管の画像化にはＴＩＣの利用が有効
であるが、消失させずに造影が可能な新規造影剤の出現は、ＴＩＣの高精度計測に非常に
合致している。
【００１４】
　各造影相の血流動態は非常に複雑であり、特に動脈相と門脈相の血流動態は似た傾向を
示す。そのため、特定のＴＩＣから血流動態を判別するための評価指標を決定することは
困難であり、また評価指標によって二次元画像を色分けする際、二次元画像から最適なレ
ンジを設定することは困難である。
【００１５】
　また、画素の輝度変化を利用して信号の起源を判別しようとする際、輝度変化が生じる
相対的な時間差を比較する必要がある血流動態の判別は困難である。
【００１６】
　本発明の目的は、ＴＩＣ計測に基づく血流動態の評価値の計測を画素毎に行ない、その
値に基づいて操作者が選択する造影相の血管を表示する超音波撮像装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は一例として、被検体に超音波を送受信する探触子と、前記探触子による複数の
受信信号に基づいて複数の画像データを生成する画像データ生成部と、前記画像データを
保存するフレームメモリと、前記画像データの画素毎の輝度の時間変化を計測する時間変
化計測部と、時間変化計測部の計測結果に基づいて評価画像を構成する画像構成部と、前
記評価画像についての表示項目情報を入力する入力部と、前記評価画像から画素を抽出し
抽出画像を構成する表示画素抽出部とを有する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば血流動態の違いを画像化し、診断に必要な造影相の血管を特異的に表示
することができる。
【００１９】
　本発明の他の目的、特徴及び利点は添付図面に関する以下の本発明の実施例の記載から
明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施例１の構成例を示すブロック図。
【図２】実施例１の画像データの保存から血流動態画像の構成に至るまでの処理工程図。
【図３】実施例１の特定の画素のＴＩＣ計測に関する説明図。
【図４】実施例１の体動補正部を含む構成例を示すブロック図。
【図５】実施例１の各画素で計測されるＴＩＣの典型例。
【図６】実施例１のＴＩＣによる評価指標となる評価値の計測手法に関する説明図。
【図７】実施例１のＴＩＣによる閾値輝度の計測手法に関する説明図。
【図８】実施例１の評価画像および抽出画像を示す図。
【図９】実施例１の表示画像の第一の例を示す図。
【図１０】実施例１の、表示画像の第二の例を示す図。
【図１１】実施例１のＴＩＣおよび度数分布表を含む表示形態の一例を示す図。
【図１２】実施例１の度数分布表から動脈相を判別する手法を説明する図。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　以下、本発明の実施例について図を用いて説明する。
【実施例１】
【００２２】
　図１は本発明の実施例１になる超音波撮像装置の構成を示すブロック図である。
【００２３】
　撮像対象１に対して超音波を送受信する探触子２と、探触子２を構成する圧電素子に所
望の送受信ビームを形成する所定の時間遅延を与える送信ビームフォーマ３と受信ビーム
フォーマ７と、送受信信号をアナログ・デジタル変換するＡ／Ｄ変換器６及びＤ／Ａ変換
器４と、生体内部を伝播する過程で生じる振幅減衰を補正するＴＧＣ５と、受信したＲＦ
信号を検波し画像信号に変換する包落線検波部８と、画像信号から二次元画像を構成する
ＳＣ９と、取得した二次元画像を保存するフレームメモリ１０と、保存した画像データか
ら各画素のＴＩＣを計測するＴＩＣ計測部１１（時間変化計測部）と、計測したＴＩＣに
基づいて血流動態を評価するための評価指標をとなる値を計測して算出する評価値計測部
（計測値算出部）１３と、各画素で計測した評価値に基づいて二次元画像を構成する評価
画像構成部（画像構成部）１４と、着目対象及び表示形態などの表示項目に関する情報を
入力する表示画像入力部（入力部）１６と、入力された表示画像に対応する領域をＴＩＣ
画像から抽出する表示画像抽出部１５と、入力された表示形態の画像を構成する表示画像
構成部１７と、構成された画像を表示する表示部１８とを有する。
【００２４】
　画像データの生成に関しては、ここでは簡単に説明する。探触子２の超音波照射面は、
複数の圧電素子が一列に配列した構成になっており、各素子が超音波の送受信を担う。送
信ビームフォーマ３からの電圧パルスがＤ／Ａ変換器４を介して各圧電素子に入力され、
素子の圧電振動によって撮像対象１に向けて超音波が照射される。この時、各圧電素子に
は所定の時間遅延が電子的に与えられており、各圧電素子から送信された超音波は撮像対
象１の内部の所定の位置で焦点を結ぶ。
【００２５】
　撮像対象１からの反射エコーは各圧電素子で受信され、伝播過程で生じた信号の減衰分
を補正するためにＴＧＣ５で伝播距離に応じた振幅補正がなされる。続いて、受信信号は
Ａ／Ｄ変換器６を介して受信ビームフォーマ７に送られ、焦点位置から各圧電素子までの
距離に応じた遅延時間を掛けて加算結果が出力される（整相加算）。この超音波送受信を
、圧電素子列に沿った全ての走査線で行なうことで、撮像対象１の２次元的な反射エコー
分布が得られる。受信ビームフォーマ７からは実部と虚部に分けられたＲＦ信号が出力さ
れ、包絡線検波部８に送られる。包絡線検波部８に送られた信号は、ビデオ信号に変換さ
れた後、ＳＣ９で走査線間の画素補間が加えられ、二次元画像データに再構成された後、
表示部１８に表示される。
【００２６】
　ＴＩＣ計測部１１においてＴＩＣ計測の際にフレームメモリ１０から一定のサンプリン
グ間隔で画像データを読み出すことで処理時間を短縮できる。原理的には動脈相の時間（
数秒）内に３枚以上の画像データがあればＴＩＣの概略を曲線として判定できるため、例
えばｔ秒の動脈相に対してｎ（＞３）枚の画像データを保存すると仮定した場合、サンプ
リング間隔をｎ／ｔにできる。
【００２７】
　フレームメモリ１０に保存された画像データから血流動態を示す表示画像の構成に至る
処理を図１の構成に基づいて説明する。図２は実際の処理工程を示す。
【００２８】
　造影剤の導入から組織に充分に充満するまでの画像データをフレームメモリ１０に保存
した後（工程１）、工程２では画素のＴＩＣを計測する。ここで、全ての画素のＴＩＣを
計測してもよく、また、保存されている時系列の画像データを表示部１８に表示し、入力
部を介して操作者が関心のある範囲を指定することにより、ＴＩＣ計測を含む後段の処理
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の対象範囲を限定すれば、処理時間の短縮が図れる。また、ＳＣ９からの画像データを随
時表示部１８に表示し、造影剤が流入する前後の適当なタイミングで操作者が入力部であ
る画面またはパネル上のボタンでトリガを発信することにより、フレームメモリ１０に保
存する画像データを限定することも可能である。また、画像全体の輝度変化に着目するこ
とにより、自動的に計測領域を限定される。例えば動脈相に関心がある場合、初期状態で
は全画素のＴＩＣを計測し、その結果を時相毎に加算する。加算結果は動脈相において上
昇を続けるが、動脈相の後半になるに従って上昇率が低下する。この時間を閾値とし、そ
れまでにＴＩＣが上昇傾向を示した画素のみを抽出または継続して計測することにより、
ＴＩＣ計測の領域を関心がある領域に自動的に限定することが可能である。この手法によ
れば加算結果の上昇開始のタイミング、つまり造影剤が流入開始するタイミングを判別で
きるため、動脈相が開始するフレームの特定も容易である。ＴＩＣ計測は、体動の影響が
小さい場合、各画像上で同位置の画素の輝度値を計測し、その値を時系列に配列すること
で容易に当該位置のＴＩＣ計測がなされる。例えば図３に示すように時刻ｔ１から時刻ｔ

ｎにかけて取得した画像データを時系列にｆ１、ｆ２、ｆｎとし、画像データｆ１上の画
素３２（ｘ、ｙ、ｔ１）のＴＩＣ計測を行う場合、画像データｆ２、ｆｎから各々同じ座
標を有する画素３４（ｘ、ｙ、ｔ２）、画素３６（ｘ、ｙ、ｔｎ）の輝度値を計測する。
【００２９】
　体動の影響が大きい場合、図４に示すブロック図のようにフレームメモリ１０とＴＩＣ
計測部１１の間に体動補正部４１を設置し、フレーム間に生じた体動を補正する必要があ
る。体動の補正手法は様々考えられるが、最も容易な方法としてはＴＩＣ計測に用いる時
系列の画像群から補正処理の基準となる画像を選択し、最小二乗フィッティングや相互相
関演算といった一般的なパタンマッチング処理を用いる。また前記画像群から等間隔にサ
ンプリングした画像データに対して補正処理を行ない、その結果から全体の動きを推定す
ることにより処理時間の短縮を図れる。
【００３０】
　工程３では評価値計測部１３にて血流動態の評価指標となる値（評価値）の計測を行な
う。造影剤による輝度（Ｉ）の時間変化（ｔ）つまりＴＩＣを式で表すと、Ｉ＝Ｉｍａｘ

（１－ｅｘｐ（－βｔ））となる。ここでＩｍａｘは造影剤の流量が飽和したときの飽和
輝度値、βは造影剤流入量の加速度を示す値である（図５）。画素毎に計測する、これら
のＴＩＣの特徴的な値または特徴的な変化が生じる時間変化の特定変化時間（ｔＴＩＣ）
の少なくともいずれかが評価値となる。
【００３１】
　図６の（ａ）は各画素で計測されるＴＩＣの典型的な例である。評価値計測部１３では
このＴＩＣに対し、Ｌｏｗ－Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒやリサンプリング処理によりＴＩＣ
の傾きを単純化したＴＩＣ概略図（図６の（ｂ））を構成する。この段階で飽和輝度値Ｉ

ｍａｘと造影前の輝度平均値Ｉｂａｓｅが計測される。さらに前記ＴＩＣ概略図の時間微
分（δ（輝度）／δｔ）により、造影剤の流量の加速度βが計測される（図６の（ｃ））
。
【００３２】
　また、ここでのｔＴＩＣは時間変化の特定変化時間であり、前述した飽和輝度や予め設
定する閾値輝度等の特徴的な値に達する時間を示す。閾値輝度は、例えば図７の（ａ）に
示すようにＴＩＣが平坦になる飽和輝度Ｉｍａｘに適当な定数α、例えば０．８を乗じた
値、または、図７の（ｂ）に示すように造影前の輝度平均値Ｉｂａｓｅと造影後の飽和輝
度Ｉｍａｘとの平均値（（Ｉｍａｘ＋Ｉｂａｓｅ）／２）を用いてもよい。また、図６の
（ｃ）に示す微分結果をもとに、造影剤の流入開始時間（ｔ２）と飽和時間（ｔ３）を計
測し、その中間の時間（（ｔ３－ｔ２）／２）をｔＴＩＣにすることもできる。
【００３３】
　上述した閾値輝度の設定および時間変化の特定変化ｔＴＩＣの計測は操作者が手動で行
なってもよいが、閾値輝度の定義を予め装置に入力することによって自動的に行なっても
よい。手動の場合には、画像データから操作者が着目する領域を入力部を介して選択する
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ことにより、表示されるＴＩＣから画面をポインタ等で選択することにより設定される。
術者が着目する領域のＴＩＣの全体像に基づいて閾値輝度を設定することにより、所望の
領域に対して最適な設定が可能になる。
【００３４】
　工程４では、計測した評価値の値（すなわち、画素毎の輝度の時間変化に基づく情報）
に応じて画像データ上の全画素の色分けがなされ、評価画像８１が構成される（図８）。
図８はｔＴＩＣを評価値とした場合の評価画像８１の一例であり、ｔＴＩＣの時間差によ
って色分けされた血管８２、血管８３、および組織領域が示されている。カラーバー８４
はｔＴＩＣの値と評価画像８１上の色の濃淡との対応を示すものである。造影剤が流入し
ない領域のＴＩＣは閾値輝度に達せず、概領域画素のｔＴＩＣは計測されない。そのよう
な画素は予め設定することにより、自動的に排除もしくは確実に認識できる所定の色(黒
などの単一の色)で表示される。この処理により造影領域と非造影領域の区別が、視覚的
にだけでなく信号処理としても容易に可能になる。
【００３５】
　工程５では表示画像に関する情報が入力される。表示部１８には、動脈相、門脈相、組
織相等の項目が表示され、操作者は画面上のポインタで所望の項目を自由に選択する。他
にも表示項目の例として、動脈相、門脈相、組織相に属さない異常血管の項目や、特定の
腫瘍に特異的な血流動態を示す項目を設ける。
【００３６】
　工程６では評価画像から工程５で入力された項目に応じて必要な画素を評価画像から抽
出する。評価値と評価画像の色との対応、及び画素毎の輝度の時間変化のいずれかによっ
て抽出する画素を判断する。例えば工程５で動脈相が選択された場合には、図８のカラー
バー８４から比較的ｔＴＩＣが小さい値を示す領域が選択され、その配色に該当する画素
が全て抽出され、動脈相のみが表示される抽出画像８５が構成される。動脈相の動態を示
す画素を特異的に抽出し画像化することにより、腫瘍の鑑別や活性度の診察が可能である
。
【００３７】
　工程７では、工程６で抽出した画素を元に表示する画像を構成する。表示形態の一例を
図９に示す。図９の（ａ）の表示形態では、全体像を把握するためにＳＣ９から読み出さ
れる画像データ９１と動脈相に相当する領域を強調した抽出画像８５が並列表示される。
画像データ９１は静止画像でもよく、また動画表示でもよい。また、画像データ９１に抽
出画像８５を重畳した重畳画像の例１（９２）により、着目している領域を容易に判別で
きる。また、図１０に示すように、画像データ９１に評価画像８１を重畳させ、その上で
抽出画像の領域を強調させて表示する重畳画像の例２（１０１）の形態もある。
【００３８】
　構成された表示画像は、表示部１８に表示される（工程８）。
【００３９】
　基本的な構成では、操作者の操作は工程５にて表示画像入力部１６に所望の表示項目を
入力するのみである。残りの処理は全て自動的になされるため表示項目の入力と同時に、
図９または図１０に示す形態の表示がなされる。但し、本超音波撮像装置の構成では工程
４で構成した評価画像８１は常にメモリに保持されているため、表示する情報はいつでも
変更できる。そのため、工程５の操作は省略することも可能であり、その場合には工程６
において評価画像が抽出画像として表示画像構成部１７に送り、表示部１８に表示される
表示画像をもとに操作者が後述する手法により所望の画像に編集する。
【００４０】
　表示画像をもとに工程４で計測した評価指標や閾値輝度の変更や調整をする手法につい
て説明する。表示画像の着目領域を入力部を介してポインタ等で選択することにより、当
該領域のＴＩＣ及び評価値計測部１３で求めた評価値が図１１に示すように表示部１８に
表示され、それを元に操作者は評価指標や閾値輝度の微調整をする。調整内容は評価画像
構成部１４に送られ、表示画像が更新された後に表示部１８に再表示される。表示画像お
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よび着目領域のＴＩＣに基づく評価指標や閾値輝度の微調整を適宜行なうことにより、術
者の関心に即した表示画像の最適化が図れる。例えば本来異なる血流動態を示す二つの血
管が、表示画像上で同程度の評価値と判断された場合、その二つの血管のＴＩＣを表示し
、設定した閾値輝度を確認することにより閾値輝度の妥当性が判断でき、閾値を上下させ
て微調整することにより最適な設定が可能である。
【００４１】
　さらに、表示部１８に設けられた度数分布表示部をポインタで選択することにより横軸
に評価値、縦軸に各評価値を有する画素数を示す度数分布表が表示される。図１１はその
表示形態の一例である。度数分布表１１２では評価値をｔＴＩＣとし、左から右にかけて
値が大きくなる。例えば操作者が度数分布表１１２の任意の部分を入力部を介してポイン
タで選択すると、該当するｔＴＩＣを持つ画素が評価画像構成部１４で抽出され、表示画
像が更新される。また選択する部分を指定領域にすることも可能である。
【００４２】
　度数分布表を利用することにより、特定の部位、例えば特に肝動脈の抽出が容易になる
。撮像対象が肝臓の場合、度数分布表１１２は動脈相、門脈相、組織相に応じた三つのピ
ークを持つが、動脈相と門脈相は血流動態が類似しているため、各血管上の画素のｔＴＩ

Ｃは近い値を持つ。そのためｔＴＩＣにより色分けした画像や特定のＴＩＣにより、表示
画像を動脈相に最適化させることは難しい。度数分布表示部により表示されている全画素
のｔＴＩＣの頻度が確認できるため、例えば図１１に示すように最初のピークに指定領域
を設置することにより、動脈相をより正確に抽出することができる。なお、度数分布表は
度数分布のテーブルとして表示してもよい。
【００４３】
　また、度数分布表の構成を工程３に予め含めることで、ＴＩＣによる微調整を必要とせ
ずに、工程４の段階で各造影相に最適化した画像表示が可能になる。この場合、度数分布
を表示部に表示して操作者が動脈相など特定のカテゴリーを選択する。また図１２に示す
ように横軸にｔＴＩＣ、縦軸に累積画素数をプロットし、その時間微分値の高さから、輝
度上昇が顕著な時間範囲、つまり造影剤の流入が顕著な時間範囲の特定が可能で、工程４
において動脈相など特定のカテゴリーを自動的に判別することもできる。
【００４４】
　また、上述した装置構成および処理手法は主に動脈相、門脈相、組織相に対応する画素
を識別して抽出する内容であったが、動脈相、門脈相、組織相およびｔＴＩＣが計測され
ない領域を評価画像から除することにより、異常な造影動態を示す血管ないし組織を抽出
し表示画像上で色分けして表示することも可能である。また上述したように度数分布で指
定する領域を調整することによっても動脈と門脈の間の動態を示す血管を特異的に抽出す
ることも可能である。
【００４５】
　また、本技術は組織に特徴的な輝度変化が生じる時間を、画像データ上の輝度情報を利
用して計測、画像化する技術であり、用いる画像データを限定しない。つまり、上述の装
置構成ではＳＣ９からの画像データを用いた処理工程を記載したが、例えば受信ビームフ
ォーマ７からのＲＦ信号を利用してもよい。包絡線検波部８により検波される前のＲＦ信
号は組織の輝度情報を直接計測したものであり、ＳＣ９からの画像データに比べて組織に
生じた輝度変化をより高い感度で抽出できる。また、画像データの取得方法も限定しない
。超音波の送信信号と同じ周波数帯域の受信信号に基づいて構成された画像データを用い
てもよく、また、非線形の挙動を示す造影剤の特徴を利用し、送信信号と異なる周波数帯
域の受信信号を利用して得た画像データを利用してもよい。
【００４６】
　以上記載の構成により、一回の造影剤の使用によっても、動脈相、門脈相、組織相を各
々特定するなど、被検体の造影相の違いを判別することができる。
【００４７】
　上記記載は実施例についてなされたが、本発明はそれに限らず、本発明の精神と添付の
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ある。
【符号の説明】
【００４８】
　１　撮像対象
　２　探触子
　３　送信ビームフォーマ
　４　Ｄ／Ａ変換器
　５　ＴＧＣ
　６　Ａ／Ｄ変換器
　７　受信ビームフォーマ
　８　包落線検波部
　９　ＳＣ
　１０　フレームメモリ
　１１　ＴＩＣ計測部
　１３　評価値計測部
　１４　評価画像構成部
　１５　表示画素抽出部
　１６　入力部
　１７　表示画像構成部
　１８　表示部
　３２　画素（ｘ、ｙ、ｔ１）
　３４　画素（ｘ、ｙ、ｔ２）
　３６　画素（ｘ、ｙ、ｔｎ）
　４１　体動補正部
　８１　評価画像
　８２　肝門脈
　８３　肝動脈
　８４　カラーバー
　８５　抽出画像
　９１　画像データ
　９２　重畳画像の例１
　１０１　重畳画像の例２
　１１１　ＴＩＣ表示
　１１２　度数分布表。
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